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１  教育委員会あいさつ  

 

２  事務局からの説明  

＊事務局より前回会議録の確認、配布資料（条例案、追加フ

ァイル資料）の確認、今回の協議内容の説明を行った。  

 

３  主な協議内容  

 ⑴いじめ防止条例制定の意義について  

 

  （資料１に沿って説明）  

前回の協議の中であった、小金井市らしさを表した条例を

作成するということについて、前文で小金井らしさを表すこ

とができるのではないか。本日は、まず前文を記載するかど

うか、記載するのであればどのような内容を盛り込むのかと

いうことについて協議をお願いしたい。  

 

協議を始める前に疑問に思ったことがある。小金井市いじ

め防止基本方針が策定されてから効果などの検証がされな

いまま、なぜ条例に格上げされるのかが分からない。まずは

検証させてほしい。また、基本方針がある中でなぜ格上げし

て条例をつくるのか、基本方針の位置づけはどのようになる

のかを教えてほしい。  

 

今回条例を作る理由としては、いじめの重大事態が発生し

た場合の調査委員会の速やかな設置が難しいことや、いじめ

の防止等の取組について検証を行う第三者機関がない等の

課題に対して、調査等を行う組織体制の整備を行うとともに

各自の責務を明らかにすることで、いじめ防止等の取組の更

なる推進を図ることがある。  

 

基本方針ができてからもいじめはあった。基本方針が正し

く運用されていたのか、教員や保護者に周知されていたの

か、一度検証をしなくては、この条例ができた後に正しく運

用されるのか甚だ疑問である。  

 

小金井市いじめ防止基本方針は、国や都の基本方針や市の

状況を踏まえて策定当時の内容になっている。尾高委員がお

っしゃるとおり、検証を行っていくことは必要であり、市の

取組について第三者を入れた検証等が行える組織を条例に

規定していければという思いは事務局としてもある。  

市内各学校は、小金井市いじめ防止基本方針を基にして作

成した学校毎のいじめ防止基本方針を様々な方法で周知し

ている。保護者会などで配布をしている学校もある。ホーム

ページにも掲載している。  

 

何パーセントの学校がホームページに掲載しているのか。 
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全ての学校が掲載している。  

 

条例はある程度の拘束力を持つので、小金井市いじめ防止

基本方針に基づいて条例案を考えるという捉え方で良いの

か。  

 

本来であれば、条例をつくり、その条例を基に市の教育委

員会の基本方針があり、市の基本方針を基に学校の取組がで

きるものであった。しかし、学校に取り組んでもらうために

は、教育委員会としてまずは動かなければならなかったこと

もあり、基本方針が先になった。条例が上位にあるので、念

入りにつくりたい。  

 

国の法令ができてから各地域で条例をつくることになる

のだが、基本方針が先にできてしまっているので、その整合

性を図る必要がある。  

 

条例を定めることで、基本方針の運用にもつながっていく

ことから、条例案についての協議を進めていきたい。  

 

 ⑵小金井市いじめ防止対策推進条例（案）の検討について  

 

まずは前文についてどのような考えを持っているか協議

をお願いしたい。  

 

全容が見えていなくてはいけないため、条例案の全体を見

てから前文を考えた方がよい。  

 

（条例案について、資料４に沿って全体的に説明）  

まずは、条例の前文を記載するかどうか。目的には本市の

基本方針と合わせて法律や都の条例についても記載した。定

義には、地域という視点を踏まえて市民等を加えた。市の責

務には、市の施策の推進が明記されていたため、京都市を参

考にした。市民等を定義したため、市民等の責務を加えた。

市民等の責務の条文について、事前に原田副委員長に相談し

たところ、他の条例ではいじめを受けたという表現になって

いるが、いじめを受けたという表現ではいじめの話題を耳に

したという場合が除かれてしまうというご指摘を頂いた。そ

のため、いじめを発見した、いじめの疑いがあると認めた場

合という表現にして、小さな気付きでも情報提供に努めると

いうことにした。  

学校いじめ防止基本方針については、記載することで学校

の責務を明確化した。協議会、委員会関係は都が作成してい

るものに準じて作成した。しかし、都では法務局を規定して

いるが、立場が少しわかりづらいため、小金井市ではその他

の関係者に含ませる形にした。いじめ問題対策連絡協議会
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は、健全育成推進協議会を活用することも考えている。いじ

め問題調査委員会は、都の条例は調査を行うところまでの記

載だが、原田副委員長からご指摘いただき、小金井市では調

査から報告までの一連の流れを記載した。  

 

太ゴシックの部分が小金井市独自のもので、特に考えなけ

ればならない部分であるが、更に全体を見通して必要なこと

にもかかわらず、記載していないことがないか考えなければ

ならない。他市の条例を比較的網羅してあると考えてよい

か。  

 

他自治体の条例に記載されている必要な文言は盛り込ん

でいる。  

 

目的、定義について意見はあるか。第２条第２項までは東

京都と同じ。違うところはどこか。  

 

第６項の市民等は付け加えている。  

 

事前に教育委員会から相談があったため、私の意見をある

程度反映したものになっている。１つ補足すると、第１条と

第２条は一般的な形になっているが、第２条第５項の保護者

の定義について、「親権を行うもの」だけにすると１８歳、

１９歳の子を持つ親も含まれるため、この条例における保護

者は「児童等に対し」と限定をかけている。  

 

基本理念は大事なところである。目を通してほしい。  

 

大津市の「子ども」と小金井市の「児童等」の定義に違い

はあるのか。  

 

小金井市の条例案では市立小中学校だけを対象としてい

る。大津市は市立以外の学校も対象にしているという違いが

ある。  

 

第２条第３項では、国立や私立の子どもが対象にならな

い。国立や私立の子どもが市立の子どもをいじめた場合はど

うなるのか。インターネットなどのつながりもある。  

 

法律は国立や私立の子どもも対象になる。組織は、国立は

国立大学法人の中の機関が、私立は私立学校協会が教育委員

会の役割を果たす。  

 

それらの組織との連携をどこかに入れてはどうか。  

 

現状の定義では、主体が「児童等が」と規定されているの
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で、少なくともこの条例では、国立や私立の子どもが行った

いじめはいじめにはならない。  

 

要保護児童の連絡協議会も小金井市内の市立学校のみで

国立、私立は入っていない。  

大津市の条例の第２０条には市立学校以外の学校への協

力要請がある。協力を求めることができるとなっているので

少し弱いが、広げるとしたらこの程度ではないか。  

 

法律では、学校の設置者が重大事態に対する調査義務を負

う者と位置づけられている。市の条例では、国立や私立に対

して協力や連携を求める程度が限度ではないか。  

 

大津市の第２０条を取り入れることも念頭に置いて、どの

ような項目として入れるか相談しながら、次回条例案を示す

ことができるように考えていく。  

 

第５条第２項は京都市を参考にしている。これを書くこと

によって宣言することにもなるが、いかがか。  

 

第４号もいじめに関することになるように、学校の教職員

のいじめ防止に係る資質の向上としてはどうか。  

 

第５条第２項について、主語は市となっている。主語が市

ということは、教育委員会という意味ではないはずだが、第

１号から第６号に書いてある内容は教育委員会が行うと思

われるものが多いのではないか。市と教育委員会の役割を分

けて書くべきかと思う。  

 

他の条例でも市と教育委員会を書き分けている中で、第６

号まで市を主語とするのは盛り込みすぎだと思う。市は全体

を統括する責任者であり、具体的には教育委員会が行うこと

になるのではないか。  

 

市の施策にかかわってくるところもあるので、市としては

どうなのかというところの検討や他の部署との連携も今後

必要になってくる。  

 

第２項だけが他の項目に比べて細かく、意気込みは感じる

ものの、このような内容は条例よりも基本方針に載せるべき

ものではないか。京都市独自のものを持ってきたことで。全

体のバランスとして違和感がある。  

 

第２項は条例として載せることに問題はないが、市が実践

できるかはわからない。細かいという印象はその通り。前回

の議論で相談、通報ということの整理をしたいという意見が
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あったため、その辺りを個別に加えても良いと思う。  

 

趣旨は悪くないが、全部やれるか疑問があるため、少し吟

味してもらいたい。  

 

市の責務と教育委員会の責務とを混同しているところが

あった。  

 

第９条（市民等の責務）について、この内容が記載されて

いる自治体はあるか。  

 

市民等を定義している自治体は、市民等の責務も記載され

ている。記載されている自治体はいじめを受けたという表記

だったため、発見した場合や疑いがあると認めた場合なども

含められるよう細かく情報提供できるように修正した。  

 

第１１条（学校いじめ防止基本方針）について、既に学校

では定めているのか。  

 

全校が既に定めている。  

 

いじめ問題対策連絡協議会という名称は他の条例にもあ

るのか。健全育成推進協議会は活用できるのか。  

 

健全育成推進協議会は年３回行われており、各学校１５人

くらいである。回数を増やして、いじめ問題対策連絡協議会

をそのまま持ってくることは、少し無理があると思う。  

 

健全育成推進協議会に全て任せるのではなく、いじめ問題

対策連絡協議会は別に置き、健全育成推進協議会と連携を図

りながら協議を行うのはどうか。  

 

今のメンバーから代表を数名出すということであれば、健

全育成推進協議会を生かすことができるのではないか。  

 

組織をどうするかは条例とは別の話であるため、このまま

で進める。  

 

この条例では、協議会や委員会は置くというところまでで

ある。運営については市や教育委員会が定めることになる

が、条例の制定と同時に進めていかなければならない。規則

としてメンバーなどを決めておかないと、いざというときに

動き出せない。  

 

メンバーにはこういう人を、というのを決めておかないと

いけない。  
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⑶前文について  

 

前文を入れ込むかどうか。  

 

なければないですっきりする。前文を入れるとしたら、目

的の前に少し入れるという手もある。その場合は基本方針を

踏まえて１、２行くらい入れるというところではないか。  

 

ここで基本方針を生かすのはよい。  

 

いじめのないまち  小金井宣言がとてもよい。  

 

前提としてこの文言には規範性はないとされているので、

理念と考えてよい。前回の議論で出た小金井らしさを入れる

のであれば、この辺りではないか。なければないでも問題は

ない。  

 

これから条例に格上げすることになるので、前文を入れた

方がよいのではないか。  

 

基本方針から数行を取り入れることも考えられる。  

 

いじめのないまち  小金井宣言の最後の３行を前文の中

に入れるのがよいのではないか。  

次回示す条例案では、頂いたご意見を基にして前文を入れ

込んだものを準備する。  

 

第４条（いじめの禁止）について、東京都の文章を使って

いるのか。  

 

法律の条文をそのまま使っている。  

 

昔、先生にいじめられた。先生がいじめた場合には、別の

条例になるのか。  

 

先生からのいじめを含めるのは難しい。先生から子どもに

対しての体罰、不適切な指導は学校教育法などの違反しかな

い。  

 

今日の意見を基にして、次回改めて条例案を示す。  

 

４  事務連絡  

 ＊次回の日程は１２月２日（月）または１１月２８日（木）

の午後３時からという方向で調整する。  

 

 


